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１．はじめに

２．「人口ビジョン」の位置づけ

３．「人口ビジョン」の対象期間

「とくしま人口ビジョン(2020年策定版)」
～「持続可能な人口構造」の構築を目指して～

○ 「とくしま人口ビジョン」の対象期間は、国の「長期ビジョン」の対象期間と同

様に、前期「人口ビジョン」に引き続き、２０６０年（令和４２年）までとする。

○ 「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、各都道府県においては、国の「長期ビ

ジョン」や「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案の上、人口の現状と将来見

通しを示す県版「人口ビジョン」、「まち・ひと・しごと創生」に関する目標や基

本的施策の方向性等を掲げた県版「総合戦略」を策定することされている。

○ 「とくしま人口ビジョン」は、本県の人口の現状を分析・検証した上で、県民と

人口減少問題に関する認識を共有するとともに、「今後の目指すべき方向性」と

「将来人口の展望」を提示するものである。

○ 本県では、全国に先駆け、平成２７年７月に、「とくしま人口ビジョン」及び

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略（５カ年計画）」を策定し、「人口減少の克

服」に向けた「徳島ならでは」の取組みを展開してきたところである。

○ この第１期「総合戦略」に基づく取組みにより、「移住者数の増加」や「合計特

殊出生率」の上昇など、人口動態の改善に一定の成果はあったものの、依然、本県

の「人口減少」は厳しい状況が続いている。

○ この度、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とする「新たな総合

戦略」の策定・取組推進に当たり、最新の人口動態に関する統計データ等に基づく

分析や第１期「総合戦略」の取組成果の検証を行った上で、今後、本県が目指すべ

き方向性を示した「新たな人口ビジョン」を策定するものである。
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（１）「総人口」の推移　

Ⅰ 徳島県における人口の現状

１．人口動向分析「総人口」

「徳島県」における人口推移

○ 本県の総人口は、１９５０年（昭和２５年）の「８７８，５１１人」をピークに、その後、高度経

済成長の進展に伴い、都市部への「人口流出」を契機とした減少傾向に転じたものの、第二次ベビー

ブーム（１９７０年代前半）の到来により増加に転じ、１９７５年（昭和５０年）以降、再び８０万

人台の人口規模となった。

○ さらに、１９８０年代後半～１９９０年代前半のいわゆる「バブル経済期」においては、１９８５

年（昭和６０年）に「８３４，８８９人」に達するなど、１９７５年（昭和５０年）から２００５年

（平成１７年）まで、「８０万人」台の人口水準を維持してきた。

○ しかしながら、経済情勢の変化や少子高齢化の進行に伴い、２００５年（平成１７年）以降、「総

人口」は再び減少傾向へと転じ、２０１０年（平成２２年）には再び８０万人を下回り、「徳島県人

口移動調査結果報告書」における近年の状況では、年平均「約６，５００人（自然減：約４，７００

人・社会減：約１，８００人）」の人口減少が続く中、２０１９年（令和元年）には、「７２万人」

台となっている。

○ 国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計では、２０２５年（令和７年）

に「７０万人」、２０４０年（令和２２年）に「６０万人」、２０５０年（令和３２年）に「５０万

人」を下回ると推測されており、人口ビジョン対象期間の最終年「２０６０年」には、「約４２万６

千人」となることが予想されている。

（出典）総務省「国勢調査」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年（2018年）推計）」
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（２）「年齢階層別人口」の推移　

○ 「年少人口（１４歳以下）」は、１９６５年（昭和４０年）に、減少数「５５，９９５人」、減少

率「２０．３％（対１９６０年比）」まで落ち込んだが、第二次ベビーブーム（１９７０年代前半）

の到来もあり、１９８０年（昭和５５年）には、減少数「２，２６０人」、減少率「１．３％（対

１９７５年比）」に回復した。しかしながら、総数的には減少基調にあり、１９９０年代前半には

「６５歳以上人口」を下回ることとなる。

○ 「生産年齢人口（１５歳～６４歳）」は、１９８５年（昭和６０年）の「５５３，８５８人」まで

増加傾向にあったが、それ以降、減少に転じ、２０１０年（平成２２年）には、「５０万人」を下回

る「４７１，７８８人」となった。

また、構成比率においては、１９６０年（昭和３５年）以降「６０％台」を維持してきたものの、

２０１５年（平成２７年）には「５７．４％」と「６０％」を下回り、以後、減少基調となっている。

○ 「６５歳以上人口」は、平均余命の延伸（平均寿命・健康寿命）により増加しており、１９８５年

（昭和６０年）に「１１万人（構成比率１３．３％）」、２０１０年（平成２２年）には「２０万人

（構成比率２７．０％）」を上回っている。

また、「６５歳以上人口」のうち「７５歳以上」人口は、１９９０年（平成２年）に「５万人（構

成比率６．５％）」、２０１０年（平成２２年）には「１０万人（構成比率１４．７％）」を超えて

いる。

○ 社人研の推計において、

・「年 少 人口」：２０２０年（１１．０％） ⇒ ２０６０年（ ９．３％）

・「生産年齢 人口」：２０２０年（５５．１％） ⇒ ２０６０年（４８．０％）

・「６５歳以上人口」：２０２０年（３３．９％） ⇒ ２０６０年（４２．７％）

・「うち７５歳以上」：２０２０年（１７．４％） ⇒ ２０６０年（２８．９％）

となることが予想されている。

（出典）総務省「国勢調査」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年（2018年）推計）」

「年齢階層別（４区分）」の人口推移（徳島県）
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（３）「人口構造」の変化　

１９８５年（昭和６０年）

「生産年齢人口」約５人で、

「高齢者」１人を支える水準

２０２０年（令和２年）

「生産年齢人口」約1.6人で、

「高齢者」１人を支える水準

２０６０年（令和４２年）

「生産年齢人口」約1.1人で、

「高齢者」１人を支える水準

（出典）総務省「国勢調査」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年（2018年）推計）」

○ １９８５年（昭和６０年）には、団塊の世代（１９４７年～１９４９年生まれ）及び団塊ジュニア

世代（１９７１年～１９７４年生まれ）の層が、ボリュームゾーンを築いており、いわゆる「つりが

ね型」（あるいは「ひょうたん型」）の人口構造となっている。

○ ２０２０年（令和２年）には、団塊の世代は「６５歳以上人口」へ移行し、少子高齢化が進行する

中、「つぼ型」の人口構造へと変化している。さらに人口減少が進んだ２０６０年（令和４２年）に

は、より不安定な人口構造となる見込みである。

○ また、１９８５年（昭和６０年）には、「生産年齢人口（１５歳から６４歳）」の約５人で１人の

「高齢者」を支え得る年齢構造であったが、２０６０年には、約１．１人で１人を支えなければなら

ない年齢構造となることが予想されている。

赤＝団塊世代

青＝団塊世代ｊｒ

赤＝団塊世代

青＝団塊世代ｊｒ

青＝団塊世代ｊｒ
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（４）「人口減少」の現状　

（出典）徳島県「人口移動調査結果報告書」

○ 「自然動態」について、１９９０年（平成２年）頃までは、経済成長に伴うライフスタイル等の変

化により晩婚化・晩産化が進行し、合計特殊出生率の下降傾向が続くものの「自然増」を維持してき

たが、１９９５年（平成７年）頃からは、少子高齢化の影響が色濃く現れ、「自然減」に転じるとと

もに、その減少数も拡大傾向にある。

○ 「社会動態」については、その時の経済情勢等に大きく影響を受けており、１９６０年（昭和３５

年）代には、高度経済成長期に突入する中、都市部への就職等を主な要因とした大幅な「社会減」が

１０年余り継続した。

○ その後、オイルショックと呼ばれる経済不況期が訪れたことにより、「社会減」に歯止めがかかっ

たものの、「バブル経済期」における景気回復に伴い、再び「社会減」が加速しはじめて以降、

１９９５年（平成７年）の「阪神・淡路大震災」発生後の一時的な「社会増」を除いて、現在まで、

「社会減」が継続している状況である。

○ こうした「自然動態」や「社会動態」の変化が、総人口に与える影響を見てみると、１９９０年

（平成２年）頃までは、「自然増」を維持する中、「社会動態」の増減が、総人口に大きな影響を与

えてきたと言える。

○ しかしながら、１９９５年（平成７年）以降、「自然減」に転じるとともに、その規模が拡大する

中、直近４年間（平成２７年～平成３０年）の平均では、年間「約６，５００人」の減少のうち、

約７割となる「４，７００人」を「自然減」が占めている。

○ また、「社会動態」においては、「東京一極集中」が加速（地方創生の取組開始時は約１０万人で

あった東京圏への転入超過数が、平成３０年には約１４万人に拡大）する中、都市部への進学・就職

等を機にした転出傾向が強く、直近４年間（平成２７年～平成３０年）の平均で年間「約１，８００

人」の「社会減」となっており、「自然減」の拡大と合わせて非常に厳しい状況にある。

「自然動態」･「社会動態」･「人口減少」の推移（徳島県）
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○ 平成２７年から平成３０年までの４年間で、年齢階層別の状況を見てみると、団塊ジュニア世代の

年齢層（４５歳～４９歳）を除き、全ての年齢階層で減少となっており、その中でも「２５歳～２９

歳」人口の減少率が「１４．２％」と最も高く、大学卒業後における転出が影響していると考えられ

る。

○ また、４年間で「２０，４７７人」減少する中、「１５歳から４４歳」人口が「１７，５２６人」

減少、その割合は「約８６％」を占めており、「２０歳代・３０歳代」を中心とした若い年齢層にお

ける人口減少が深刻化している。

（出典）徳島県「人口移動調査結果報告書」

「男女別人口（15歳～44歳まで）」の状況（徳島県）

（出典）徳島県「人口移動調査結果報告書」

○ 平成２７年から平成３０年までの４年間で、「１５歳～４４歳」人口における男女別の減少傾向を

見てみると、減少数では、男性が「７，９４５人（４５，３％）」の減少であるのに対し、女性は

「９，５８１人（５４．７％）」の減少となっている。

○ また、減少率で見てみても、男性が「６．９％」の減少であるのに対し、女性は「８，３％」の減

少となっており、近年、若い年齢層を中心とした女性の減少が拡大している。

年齢階層別「人口減少（H27～H30の４年間）」の状況（徳島県）
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（５）「在留外国人」の推移　

国別「在留外国人」の状況（上位９カ国）

2018年 在留資格別「在留外国人」の状況

（出典）法務省「在留外国人統計」

（出典）法務省「在留外国人統計」

地域別「在留外国人」の状況

○ 近年における本県の「在留外国人」は、毎年、増加傾向にあり、２０１８年（平成３０年）の外国

人数は「６，０７２人」であり、２０１４年（平成２６年）と比較すると、「１，０８１人（約２２

％）」の増加している。

○ 地域別・国別の状況を見てみると、「在留外国人」の９割以上が「アジア地域」の出身であり、そ

のうち、中国国籍者（約３６．３％）、ベトナム国籍者（約２６．５％）が、合計「約６３％」と多

数を占めており、特に、２０１８年（平成３０年）のベトナム国籍者は、４年前の「約３．８倍」と

なる「１，４７３人」に急増している状況である。

○ また、２０１８年における「在留資格別」の内訳を見ると、近年、増加傾向にある「技能実習」が

「２，７８８人」で最も多く、「約４６％」を占めている。
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（１）「自然動態」の推移　

２．人口動向分析「自然動態」

「自然動態（出生数・死亡数）」の推移（徳島県）

「合計特殊出生率」の推移（徳島県）

○ 合計特殊出生率は、１９６５年（昭和４０年）の「２．１２」をピークに低下傾向にあり、第二次

ベビーブーム（１９７０年代前半）の一時期を除き、「出生数」も減少している。

○ １９９０年（平成２年）頃までは、「自然増」を維持してきたものの、それ以降は、「出生数」の

減と「死亡数」の増が相まって「自然減」に転じ、その減少幅は拡大傾向にある。

○ 合計特殊出生率は、２００５年（平成１７年）に全国平均と同様に「１．２６」まで低下したが、

その後、回復し、「地方創生」の取組みがスタートした２０１５年（平成２７年）以降、全国平均を

上回る「１．５台」を４年連続で維持している。

○ しかしながら、人口減少が加速する中、「出生数」は減少しており、２０１８年（平成３０年）に

は、戦後最低となる「４，９９８人」となっている。

○ 一方、「死亡数」については、高齢化が進行しているものの、平均寿命や健康寿命が延伸している

中、微増傾向で留まっており、近年では「１万人」前後で推移している。

（出典）厚生労働省「人口動態統計」

（出典）厚生労働省「人口動態統計」
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（２）「未婚化・晩婚化」の状況　

「就業率・未婚率（男性）」

○ 男性の「未婚率」を見てみると、経済不況等による雇用情勢の変化を背景とした「就業率」の低下

に伴い、「未婚率」も上昇する傾向にある。

なお、どの年齢層においても、女性より男性の「未婚率」は高く、平成７年と平成２７年の状況を

比較すると、「３０歳～３４歳」人口では「約１，５倍」、「３５歳～３９歳」人口では「約１．８

倍」に上昇している。

○ 女性の「未婚率」を見てみると、女性の大学等への進学率上昇や、女性活躍の機会が拡大する中、

「就業率」の上昇に伴い、「未婚率」が上昇する傾向が伺われる。

なお、平成７年と平成２７年を比較すると、「３０歳～３４歳」人口では「約２．２倍」、「３５

歳～３９歳」人口では「約３．２倍」に上昇している。

○ さらに、男女ともに未婚率の上昇に伴い、「初婚年齢」も上昇傾向にあり、平成２７年以降、男性

は「３０歳代」、女性は「２９歳代」へ、「第一子出生時の母親年齢」も「３０歳」へ上昇している。

○ こうした「未婚化・晩婚化・晩産化」の進行が、「人口減少」の一つの要因となっている。

（出典）厚生労働省「人口動態統計」

「平均初婚年齢」「出生順別の母親年齢」

「就業率・未婚率（女性）」

（出典）厚生労働省「人口動態統計」
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（３）「平均寿命・健康寿命」の延伸　

「平均寿命（男性）」の推移

「健康寿命（男性）」の推移 「健康寿命（女性）」の推移

（出典）厚生労働省「都道府県別生命表」

（出典）厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」

※「健康寿命」＝日常生活に制限のない期間の平均

「平均寿命（女性）」の推移

○ 本県の「平均寿命」は男女とも、昭和６０年から平成２７年の間に「６歳程度」延伸し、平成２７

年には、男性「８０．３２歳」、女性「８６．６６歳」となっている。

○ また、「健康寿命（日常生活に制限のない期間の平均）」は、平成２２年と平成２８年を比較する

と、男性は「１．４４歳」、女性は「１．３１歳」の延伸しているものの、平成２８年調査において

は、男女とも全国平均（男性「７２．１４歳」・女性「７４．７９歳」）を下回っている。
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（１）「転入者」の状況　

３．人口動向分析「社会動態」

（出典）徳島県「人口移動調査結果報告書」

○ ４年間（平成２７年から平成３０年まで）の「転入者」数は「４６，６６０人」であり、そのうち

男性は「２５，０４６人（約５４％）」、女性は「２１，６１４人（約４６％）」となっている。

○ 男性の「転入者」数は、この４年間で、ほぼ横ばいの状況となっているが、女性は、平成２９年か

ら平成３０年にかけて、「２６４人」の減少となっており、近年における全国的な状況と同様に、女

性の「転入減少」の傾向が見え始めている。

○ また、４年間（平成２７年から平成３０年まで）の年齢階層別「転入者」の状況を見てみると、

２０歳代は「１６，７０２人（約３６％）」、３０歳代は「１０，７３８人（約２３％）」であり、

「２０歳代・３０歳代」を合わせると「２７，４４０人（約５９％）」と、若い世代が転入している

状況である。
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（２）「転出者」の状況　

○ ４年間（平成２７年から平成３０年まで）の「転出者」数は「５１，９７７人」であり、そのうち

男性は「２７，４１１人（約５３％）」、女性は「２４，５６６人（約４７％）」となっている。

○ 平成２８年には男女ともに「転出者」数が減少に転じたが、その後はともに増加傾向にあり、平成

２８年と平成３０年を比較すると、男性の増加数「２８４人」に対し、女性の増加数は「４２０人」

となっており、女性の転出が多い状況となっている。

○ また、４年間（平成２７年から平成３０年まで）の年齢階層別「転出者」の状況を見てみると、

２０歳代は「２１，３６３人（約４１％）」、３０歳代は「１０，２５９人（約２０％）」であり、

「２０歳代・３０歳代」を合わせると「３１，６２２人（約６１％）」となり、転入者を上回る進学

・就職等を機に「若者が転出」している状況にある。

（出典）徳島県「人口移動調査結果報告書」
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（３）「転出入超過」の状況　

（出典）徳島県「人口移動調査結果報告書」

○ ４年間（平成２７年から平成３０年まで）の「転出超過」数は「５，３１７人」、そのうち男性は

「２，３６５人（約４５％）」、女性は「２，９５２人（約５６％）」となっており、女性の割合が

高い状況となっている。

○ また、４年間（平成２７年から平成３０年まで）の年齢階層別「転出超過」の状況を見てみると、

「１５歳～２９歳」人口が「５，８２３人（約１１０％）」となっている。

（※年齢区分によっては、「転入超過」となっている階層もあるため、１００％を超えている。）

○ 「１５歳～１９歳」人口の「転出超過」数は、「１，１６２人（約２２％）」となっており、その

内訳を見てみると、男性が「８５３人（約７３％）」、女性が「３０９人（約２７％）」であり、高

校卒業後の進学・就職を機として、男性の超過が多い傾向となっている。

○ 「２０歳～２４歳」人口の「転出超過」数は、「３，２３２人（約６１％）」となっており、その

内訳を見てみると、男性が「１，２４４人（約３８％）」、女性が「１，９８８人（約６２％）」で

あり、大学等卒業後の就職を機として、女性の超過が多い傾向となっている。
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（４）直近の「男女別・年齢階層別」の社会動態　

（出典）徳島県「人口移動調査結果報告書」
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（５）「地域間の人口移動」の状況　

（出典）文部科学省・平成３０年「学校基本調査」

（出典）徳島県「人口移動調査結果報告書」 ※「四国３県」＝徳島県を除く、他の３県

○ 「転出先」の状況を見てみると、「関東地方」よりも、生活的・経済的な結びつきの強い「近畿地

方」への転出が多いのが、本県の特徴となっている。

○ 一方、「転出超過」の状況を見てみると、「近畿地方」の超過数には、大きな変動は見られないも

のの、「関東地方」の超過数は、「東京一極集中」の加速に伴い、拡大傾向にある。

○ 「大学進学」の状況を見てみると、大阪圏、中国地方、四国地方（地元進学を除く）への進学者は

「１，４２６人（約７１％）」、東京圏への進学者は「２７３人（約１４％）」となっており、大阪

圏を中心とした西日本に集中している状況である。

※「東京圏」：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

「大阪圏」：大阪府、兵庫県、京都府、奈良県 「名古屋圏」：愛知県、岐阜県、三重県

総務省「住民基本台帳人口移動報告」において、転出入者数の多い「３大都市圏」として位置づけ

されたもの。
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（１）「総人口」について　

（２）「自然動態の改善」に向けて　

（３）「社会動態の改善」に向けて　

○ 社人研推計では、本県の総人口は、２０２０年（令和２年）の「約７３万３千人」が、２０６０

年（令和４２年）には、「約４２万６千人」まで減少

○ この結果、２０６０年（令和４２年）の本県人口は、バランスの悪い「つぼ型」の人口構造

・「年 少 人口」：２０２０年（ １１．０％） ⇒ ２０６０年（ ９．３％）

・「生産年齢 人口」：２０２０年（ ５５．１％） ⇒ ２０６０年（ ４８．０％）

・「６５歳以上人口」：２０２０年（ ３３．９％） ⇒ ２０６０年（ ４２．７％）

○ 近年、本県人口は、年平均「約６，５００人」減少、そのうち約７割（約４，７００人）にあた

る「自然減」が大きく影響

○ 東京一極集中が加速する中、「自然減」の拡大に加え、２，０００人前後の「社会減」が続く厳

しい状況

○ 特に、「１５歳～４４歳」人口が、減少数の「約８６％」を占め、「２０歳代・３０歳代」を中

心とした若い年齢層が減少

されたもの。

４．人口動向分析のまとめ

○ 「合計特殊出生率」は、地方創生の取組みがスタートした２０１５年（平成２７年）以降、全国

平均を上回る「１．５台」を４年連続で維持

○ 「出生数」は、２０１８年（平成３０年）には、戦後最低となる「４，９９８人」まで減少

○ 「死亡数」は、高齢化が進行しているものの、平均寿命・健康寿命の延伸に伴い、微増傾向では

あるが、近年では「約１万人」前後で推移

○ 近年の「未婚化・晩婚化・晩産化」の進行が、人口減少の一つの要因

○ 「平均寿命」「健康寿命（日常生活に制限のない期間の平均）」とも延伸しているが、男女とも

全国平均を下回る状況

○ 「２０歳代・３０歳代」の転入が「約５９％」を占めており、若い世代が転入しているものの、

女性の転入が減少傾向

○ 「２０歳代・３０歳代」の転出が「約６１％」を占めており、転入者を上回る就職等を機に、

「若者が転出」している状況

○ 「１５歳～２９歳」の転出超過が「約１１０％」を占めており、特に、「女性」が男性を上回る

ペースで「県外流出」している状況

○ 「１５歳～２９歳」では、関東地方より近畿地方への転出が多く、また、県外大学への進学先は、

東京圏より、大阪圏、中国地方、四国地方などの西日本に集中

⇒ ～「自然動態」の改善に向けて～

・「結婚～出産～子育て」の切れ目ない支援による「出生率・出生数」の改善

・高齢者をはじめ、「全ての人々が健康で活躍できる社会」の実現

⇒ ～「社会動態」の改善に向けて～

・減少幅の大きい「２０歳代（特に、就職先を選択する２０歳代前半）」への対策強化

・「大阪圏」への対策強化や、「女性目線」でのアプローチ強化
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（１）徳島県の状況　

（人）

（人）

Ⅱ 将来人口の推計と分析

１．人口減少段階に関する考察

徳島県の将来推計人口（国提供ワークシートより（H30:社人研推計ベース）

徳島県の「人口減少段階」の指数

○ 「人口減少段階」は、一般的に、次の３段階を経て進行するとされている。

・第１段階：「６５歳以上人口」の増加 ＋「年少人口」及び「生産年齢人口」の減少

・第２段階：「６５歳以上人口」の維持・微減 ＋「年少人口」及び「生産年齢人口」の減少

・第３段階：「６５歳以上人口」の減少 ＋「年少人口」及び「生産年齢人口」の減少

○ 本県は、「６５歳以上人口」が維持から微減へ転じ、「年少人口」と「生産年齢人口」がともに減

少していることから「第２段階」に該当しており、５年前は「第１段階」であったことから、さらに

人口減少が進行している。

○ 全国の状況を見てみると、都道府県単位では、３５都道府県が「第１段階」に該当し、本県を含む

１０県が「第２段階」、２県が「第３段階」となっており、本県の人口減少は、全国的にみて速いス

ピードで進行している状況にあるといえる。

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

総人口 755,733 723,091 687,672 651,252 613,689

2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

総人口 574,474 535,365 497,975 461,828 426,379

６ ５ 歳 以 上 人 口

生 産 年 齢 人 口

年 少 人 口

２０１５年
（平成27年）

２０４５年
（令和27年）

2015年を100とした
場合の2045年の指数

人口減少
段　　階

230,914

428,059

87,030

222,110

60

261,045 61

52,210

96

第２段階
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（２）市町村の状況　

人口減少段階の区分 市　町　村　名

第　１　段　階
（１１市町）

第　２　段　階
（２市）

第　３　段　階
（１１市町村）

・徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・石井町
・松茂町・北島町・藍住町・板野町・上板町・東みよし町

・吉野川市・阿波市

・美馬市・三好市・勝浦町・上勝町・佐那河内村・神山町
・那賀町・牟岐町・美波町・海陽町・つるぎ町

市町村数 割合 市町村数 割合 市町村数 割合

2 8.3% 2 8.3% 1 4.2%

6 25.0% 1 4.2% 1 4.2%

9 37.5% 4 16.7% 1 4.2%

7 29.2% 7 29.2% 3 12.5%

0 0.0% 4 16.7% 7 29.2%

0 0.0% 6 25.0% 11 45.8%

うち50以下 0 0.0% 1 4.2% 10 41.7%

24 100.0% 24 100.0% 24 100.0%

90超～100

2025年（令和７） 2035年（令和17） 2045年（令和27）2015年を「100」
とした指標

100  　超

全　 体

80超～ 90

70超～ 80

60超～ 70

60 　以下

市町村別「人口減少段階」

（前回：2010年～2040年）

市町村別「人口減少段階」

（今回：2015年～2045年）

○ 本県市町村の「人口減少段階」の区分を５年前と比較してみると、「第１段階」では１１市町から

６市町へ減少し、「第２段階」では２市から４市町へ、「第３段階」では１１市町村から１４市町村

へ拡大しており、人口減少がさらに加速している状況である。

第　３　段　階
（１４市町村）

・美馬市・三好市・勝浦町・上勝町・佐那河内村・神山町
・那賀町・牟岐町・美波町・海陽町・つるぎ町
・阿南市・吉野川市・阿波市

人口減少段階の区分 市　町　村　名（青字＝段階変動した市町村）

第　１　段　階
（６市町）

・徳島市　　　　　　　　　　　　　・石井町
・松茂町・北島町・藍住町・板野町

第　２　段　階
（４市町）

・鳴門市・小松島市・上板町・東みよし町

人口減少状況（対２０１５年）別の市町村数の推移

○ ２０１５年（平成２７年）の人口を基準とする「人口減少状況別」の市町村の推移を見てみると、

２０２５年（令和７年）には、すべての市町村の人口が、「７０％超～１００％」の減少に収まって

いる。

○ ２０３５年（令和１７年）には、１０町村の人口が「７０％以下」となり、そのうち６町の人口が

「６０％以下」となる。さらに２０４５年（令和２７年）には、１８市町村の人口が「７０％以下」

となり、そのうち１１市町村の人口が「６０％以下（うち１０町村は「５０％以下」）」となる。

○ こうした状況を見据え、さらなる「地方創生」の取組みを推進しなければ、２０４５年（令和２７

年）には、全２４市町村の約４割にあたる１０町村で、人口が半減するとともに、本県の総人口も、

２０１５年（平成２７年）の「７５万５千人」から、「約７０％減」の「約５３万５千人」にまで減

少することとなる。

都道府県別「人口減少段階」

（前回：2010年～2040年）

都道府県別「人口減少段階」

（今回：2015年～2045年）

第　２　段　階
（３県）

・秋田県・島根県・高知県

第　３　段　階
（該当なし）

・北海道・青森県・岩手県・宮城県・山形県・福島県・茨城県
・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県
・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県
・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県
・和歌山県・鳥取県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県
・愛媛県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県
・鹿児島県・沖縄県

第　１　段　階
（４４都道府県）

人口減少段階の区分 都　道　府　県　名

第　２　段　階
（１０県）

・島根県・青森県・岩手県・山形県・和歌山県・山口県・徳島県
・愛媛県・長崎県・大分県

第　３　段　階
（２県）

・秋田県・高知県

第　１　段　階
（３５都道府県）

・北海道　　　　　　　　・宮城県　　　　・福島県・茨城県
・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県
・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県
・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県
　　　　　・鳥取県・岡山県・広島県　　　　　　　　・香川県
　　　　・福岡県・佐賀県　　　　・熊本県　　　　・宮崎県
・鹿児島県・沖縄県

人口減少段階の区分 都　道　府　県　名（赤字＝段階変動した都道府県）
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少することとなる。

2015年(H27年)の総人口を「100」とした時の2025年(R7年)の市町村の総人口指数

2015年(H27年)の総人口を「100」とした時の2035年(R17年)の市町村の総人口指数

2015年(H27年)の総人口を「100」とした時の2045年(R27年)の市町村の総人口指数
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（１）人口推計シミュレーション　

２．将来人口推計と要因分析

総人口の推計結果（社人研推計、シミュレーション①～②）

○ シミュレーション①

社人研推計準拠において、合計特殊出生率が２０３０年（令和１２年）までに、人口置換水準

（人口が増えもせず減りもせず一定となる出生の水準）である「２．０７」にまで上昇すると仮

定して算出

出生率の上昇により、２０４５年（令和２７年）の総人口は、社人研推計「５３５，３６５人」

より、「約３８，０００人」多い、「５７３，８５９人」となる見込みである。

○ シミュレーション②

社人研推計準拠において、合計特殊出生率が２０３０年（令和１２年）までに、人口置換水準

（人口が増えもせず減りもせず一定となる出生の水準）である「２．０７」にまで上昇し、かつ

転入転出が均衡（社会増減ゼロ）したと仮定して算出

出生率の上昇に加え、転入転出の均衡により、２０４５年（令和２７年）の総人口は、社人研推

計「５３８，３６５人」より、「約５９，０００人」多い、「５９４，４０６人」となる見込み

である。
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（２）「自然増減・社会増減」の影響度分析　

分　　類 計　算　方　法 影響度

・シミュレーション①の2045年推計人口    ＝ 573,859（人）

・社人研の2045年推計人口　　　　　　　  ＝ 535,365（人）

　　　⇒　573,859（人）／ 535,365（人） ＝ 107.2％

・シミュレーション②の2045年推計人口　  ＝ 594,406（人）

・シミュレーション①の2045年推計人口    ＝ 573,859（人）

　　　⇒　594,406（人）／ 573,859（人） ＝ 103.6％

自然増減の影響度

社会増減の影響度

107.2%
（影響度３）

103.6%
（影響度２）

■自然増減の影響度

・（シミュレーション①の２０４５年の総人口／社人研推計の２０４５年の総人口）

の数値に応じて、以下５段階に整理

「１」＝100％未満、 「２」＝100～105％、「３」＝105～110％、

「４」＝110～115％、「５」＝115％以上の増加

※数値が大きいほど、出生の影響度が大きい（現在の出生率が低い）。

■社会増減の影響度

・（シミュレーション②の２０４５年の総人口／シミュレーション①の２０４５年の総人

口）

の数値に応じて、以下の５段階に整理

「１」＝100％未満、 「２」＝100～110％、「３」＝110～120％、

「４」＝120～130％、「５」＝130％以上の増加

※数値が大きいほど、人口移動の影響度が大きい（現在の転出超過が大きい）。

○ 社人研推計とシミュレーション①の比較により、将来人口に及ぼす「出生の影響度」（自然増減の

影響度）を分析

○ シミュレーション①とシミュレーション②の比較により、将来人口に及ぼす「移動の影響度」（社

会増減の影響度）を分析

「自然増減・社会増減の影響度」の５段階評価

「自然増減・社会増減の影響度」の評価結果（徳島県）

○ 徳島県の将来人口に及ぼす影響は、

・自然増減の影響度が「３（影響度１０５～１１０％）」

・社会増減の影響度が「２（影響度１００～１１０％）」

となり、社会増減の影響より、自然増減の影響が、やや大きい結果となった。

○ このため、「出生率の上昇につながる施策」及び「人口の社会増をもたらす施策」に取り組み、自

然増・社会増の双方を見据えた対策を講じる必要がある。

⇒ ～「人口減少の克服」に向けて～

・「出生率・出生数」向上を中心とした長期的視点による「自然動態」の改善

・「とくしま回帰」の加速を中心とした中期的視点による「社会動態」の改善

の双方からの取組みを引き続き強力に推進し、「持続可能な地域社会」の実現を目指す。
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（３）「６５歳以上人口」の変化　

２０３０年以降における「人口減少加速時代」（徳島県）

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

総　人　口 755,733 723,091 687,672 651,252 613,689 574,474 535,365

減　少　数 29,714 32,642 35,419 36,420 37,563 39,215 39,109

減　少　率 3.78% 4.32% 4.90% 5.30% 5.77% 6.39% 6.81%

６５歳以上 233,987 245,148 244,536 238,836 231,852 230,079 222,110

　　　　うち７５歳以上 120,723 125,771 142,624 150,057 147,443 140,039 133,040

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年（2018年）推計）」

○ 社人研推計によると、本県の「６５歳以上」人口は、２０２０年（令和２年）まで増加し続け、

「２４５，１４８人」をピークに、以降、減少に転じることが予想されている。

○ 一方、本県の「７５歳以上」人口は、２０２０年（令和２年）時点においても増加傾向にあり、

２０３０年（令和１２年）の「１５０，０５７人」をピークに、以降、減少に転じることが予想され

ている。

○ また、本県の５年単位での人口減少率を見てみると、２０２５年（令和７年）までは、減少率

「３％台～４％台」で推移するが、「６５歳以上・７５歳以上」人口がともに減少に転じる２０３０

年（令和１２年）以降、「５％台」へ拡大する「人口減少加速時代」の到来が予想されている。

⇒ ～「人口減少の克服」に向けて～

・人口減少のターニングポイントとなる「２０３０年（令和１２年）」を見据え、

「自然動態」「社会動態」の双方からの取組みを強力に推進し、

人口減少社会における「持続可能な人口構造」への転換を目指す。
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（１）「経済・産業」に及ぼす影響　

３．「人口減少」が地域経済社会に与える影響

○ 経済活動は、その担い手である「労働力人口（１５歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わ

せたもの）」に左右される。人口減少や少子高齢化の進行は「労働力の減少」及び「供給力の低下」

に繋がり、人口流入による「労働人口の増加」、「雇用のミスマッチ」の解消、作業の効率化等によ

り「労働生産性」が向上しない限り、「経済成長率」は年々低下する。

○ また、人口減少の加速は、「市場の縮小」をもたらすとともに、投資先としての「魅力を低下」さ

せ、さらに、「人材の集積」や交流を通じた「イノベーションの誘発」を阻害することで、経済・産

業の成長力を低下させていく。

○ 加えて、「労働力不足」を補うために長時間労働が深刻化し、ワークライフバランスの実現も困難

となり、さらなる少子化が進行するという悪循環に陥るおそれがある。

（出典）総務省「労働力調査（モデル推計値）」

（出典）徳島県「平成２８年度市町村民経済計算」

（年）

（徳島県）
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（２）「生活関連サービス」に及ぼす影響　

（３）「社会保障制度や行政サービス」に及ぼす影響　

○ 日常生活を送るために必要な各種サービス（小売・飲食・金融・医療・福祉・教育等々）は、一定

の人口規模の上で成り立っている。こうした生活関連サービスの立地に必要な人口規模を割り込む場

合には、地域からサービス産業の撤退が進み、生活に必要な商品やサービスを入手することが困難に

なるなど、日々の生活に支障を来すおそれがある。

○ また、サービス業等の第３次産業は、本県雇用の７割以上を占めており、サービス業の衰退は、地

域の雇用機会の減少へとつながり、さらなる人口減少を招く恐れがある。

（出典）経済産業省「地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）」産業構造マップ／全産業の構造より抜粋

第３次産業７４．７％

○ 人口減少とそれに伴う経済・産業活動の縮小によって地方公共団体の税収入は減少するが、その一

方、高齢化の進行から社会保障費は増加することが見込まれており、地方財政はますます厳しい状況

となっていく。

○ 世代間の扶養関係を高齢者１人に対して、現役世代（生産年齢人口）の何人で支えているかをみて

みると、高齢者１人を支える現役世代の人数は、１９８５年（昭和６０年）は約５人であったが、少

子高齢化の進行により、２０２０年（令和２年）では、約１．６人、さらに現状が継続した場合、

２０６０年（令和４２年）には、約１．１人となり、いわゆる高齢者と現役世代の人口が１対１に近

づいた「肩車社会」が訪れることとなる。

○ こうした状況は、医療費、介護費、年金などを中心に、社会保障制度に関する供給と負担感のアン

バランスを一段と強めることとなる。

○ さらに、地方財政の悪化が続いた場合、従来、受けられていた行政サービスが廃止、または有料化

されることも想定され、結果として、生活の利便性が低下する可能性がある。さらには、高度成長期

に整備された公共施設、道路、橋、上下水道等のインフラの老朽化対策も、優先順位に応じた「選択

と集中」による対応に拍車がかかるおそれがある。
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（出典）平成３１年４月２６日 財務省作成資料「社会保障について」より抜粋

（出典）平成３１年４月２６日 財務省作成資料「社会保障について」より抜粋
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（４）「地域コミュニティ」等に及ぼす影響　

○ 人口減少は、地域コミュニティの機能低下に与える影響も大きく、町内会や自治会といった住民組

織の担い手が不足し、共助機能が低下するほか、地域住民によって構成される消防団員の減少が、地

域の防災力を低下させることも懸念される。

○ また、児童・生徒数の減少により、学級数の減少、さらには、学校の統廃合が加速することも予想

されるとともに、こうした若年層の減少が、地域の歴史や伝統文化の継承を困難にし、そうした地域

活動の縮小により、「地域のにぎわい」や「地域への愛着」の衰退につながることも懸念される。

○ さらに、生産年齢人口の減少が進行すれば通勤・通学者が減少し、民間事業者による採算ベースで

の輸送サービスの提供が困難となり、鉄道や路線・高速バス等において、不採算路線からの撤退や運

行回数の縮小などが予想され、地域公共交通の衰退が地域生活に与える影響は大きくなる。

○ 加えて、人口減少が進行する中、空き家数は増加傾向にあり、そのうち、管理・処分方針が未定の

空き家が近年、増え続けている。また、地域経済の縮小や後継者不足等による空き店舗、耕作放棄地

等も増加しており、地域の景観悪化、防災・防犯上の問題など、地域の魅力低下の一要因ともなって

いる。

（出典）国土交通省「国民意識調査」
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Ⅲ 人口の将来展望と目指すべき方向性

１．２０６０年の総人口

本県の「将来推計人口シミュレーション」

○ 本シミュレーションは、社人研推計（平成３０年推計）をベースに、

・合計特殊出生率の上昇（２０２５年：「１．８０」）

・転入・転出者数の均衡（２０３０年：均衡）

を共通の設定条件とし、２０６０年までの「本県の将来人口」を推計したものである。

○ ２つの共通条件に加え、

・「人口置換水準（人口が増えもせず減りもせず一定となる出生の水準）」となる

合計特殊出生率「２．０７」を「２０３０年もしくは２０４０年」に達成した場合

・転入・転出者数が２０３０年の均衡以降、「転入超過」となる場合

それぞれを組み合わせの上、複数のパターンで推計を行っている。

○ 「合計特殊出生率の上昇」と「転入・転出者数の均衡」の実現は、決して容易ではないが、この目

標達成により、パターンＢでは、社人研推計より「約１０万人」多い、「約５２万人」の総人口を確

保できる推計となる。

○ 全国より速いスピードで「人口減少・超高齢社会」が到来している本県人口の見通しは厳しい状況

であり、今後、「全世代のあらゆる人々が輝く“持続可能な地域社会”」の実現に向け、「合計特殊

出生率の上昇」と「転入・転出者数の均衡」はもとより、「転入超過」という更なる高み（パターン

Ｃ～Ｅ）を目指して「人口減少の克服」に取り組んでいく必要がある。

パターンＤ：

パターンＥ：

合計特殊出生率が上昇　（2025年以降：1.80、2030年以降：2.07）
転入数が転出数を上回る（2030年以降：均衡、2035年以降：1,000人超過／年、2040年以降：1,500人超過／年）

合計特殊出生率が上昇　（2025年以降：1.80、2040年以降：2.07）
転入数が転出数を上回る（2030年以降：均衡、2040年以降：1,000人超過／年）

合計特殊出生率が上昇　（2025年以降：1.80、2030年以降：2.07）
転入数が転出数を上回る（2030年以降：均衡、2035年以降：1,500人超過／年、2040年以降：3,000人超過／年）

パターンＡ：

パターンＢ：

パターンＣ：

合計特殊出生率が上昇　（2025年以降：1.80、2040年以降：2.07）
転入数と転出数が均衡　（2030年以降：均衡）

国立社会保障・人口問題研究所の推計（Ｈ３０年）に準拠

(人）

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

パターンＡ 755,733 723,091 687,672 651,252 613,689 574,474 535,365 497,975 461,828 426,379

パターンＢ 755,733 723,091 693,430 666,820 638,409 611,499 586,222 562,359 540,480 520,129

パターンＣ 755,733 723,091 693,430 666,820 638,409 611,499 591,705 573,708 558,036 544,200

パターンＤ 755,733 723,091 693,430 670,743 646,044 624,620 608,510 594,870 583,656 574,423

パターンＥ 755,733 723,091 693,430 670,743 646,044 627,364 619,674 615,013 613,266 613,921
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（１）「社人研推計」による人口構造の変化　 　

Ｃ～Ｅ）を目指して「人口減少の克服」に取り組んでいく必要がある。

２．年齢階層別の人口構造

男性(人) 女性(人) Total(人) Total(％)

年少人口  　０－１４歳 40,994 38,840 79,834 11.0

生産年齢　１５－６４歳 197,802 200,307 398,109 55.1

15～44歳（男女） 104,970 102,669 207,639 28.7

15～49歳（女性） 130,162 128,740 258,902 17.8

６５歳以上人口 106,304 138,844 245,148 33.9

７５歳以上人口 48,402 77,368 125,771 17.4

345,100 377,991 723,091 100.0

※「黄色セル」＝総人口に占める「緑色セル」の割合

年齢階層

Total

本県における「人口構造の変化」（社人研推計２０２０年⇒２０６０年）

男性(人) 女性(人) Total(人) Total(％)

年少人口  　０－１４歳 20,405 19,371 39,777 9.3

生産年齢　１５－６４歳 104,730 99,960 204,689 48.0

15～44歳（男女） 52,425 50,449 102,874 24.1

15～49歳（女性） 63,876 61,164 125,040 14.3

６５歳以上人口 80,914 100,998 181,912 42.7

７５歳以上人口 51,288 71,726 123,014 28.9

206,049 220,329 426,379 100.0

※「黄色セル」＝総人口に占める「緑色セル」の割合

年齢階層

Total

○「生産年齢人口（１５歳～６４歳）」

・２０２０年（令和 ２年） ＝ ３９８，１０９人（５５．１％）

・２０６０年（令和４２年） ＝ ２０４，６８９人（４８．０％）

○「６５歳以上人口」

・２０２０年（令和 ２年） ＝ ２４５，１４８人（３３，９％）

・２０６０年（令和４２年） ＝ １８１，９１２人（４２．７％）

２０６０年（令和４２年）の「生産年齢人口」は総人口の「５割」を下回る一方、「６５歳以上

人口」比率は４割を超え、２０２０年（令和２年）では、「生産年齢人口」の「約１．６人」で

「高齢者１人」を支える得る水準の人口構造であったが、２０６０年（令和４２年）では、「生産

年齢人口」の「約１．１人」で支えなければならない比率にまで低下することが予想されている。

○「１５歳～４４歳」人口

・２０２０年（令和 ２年） ＝ ２０７，６３９人（２８．７％）

・２０６０年（令和４２年） ＝ １０２，８７４人（２４．１％）

近年の人口減少数の「約８６％」を占めている「１５歳～４４歳」人口は、２０６０年（令和４２

年）には半減となる「約１０万人」にまで減少し、その構成比率においても「２５％」を下回る水準

となる見込みとなっている。

○「１５歳～４９歳」の女性人口

・２０２０年（令和 ２年） ＝ １２８，７４０人（１７．８％）

・２０６０年（令和４２年） ＝ ６１，１６４人（１４．３％）

合計特殊出生率の算定基礎となる「１５歳～４９歳」の女性人口は、２０６０年（令和４２年）に

は１０万人を大きく下回る「約６万人」にまで減少し、その構成比率においても「１５％」を下回る

水準となる見込みとなっている。
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（２）「人口シミュレーション」における人口構造　

本県における「２０６０年の人口構造」（パターンＣ）

男性(人) 女性(人) Total(人) Total(％)

年少人口  　０－１４歳 41,761 39,720 81,481 15.0

生産年齢　１５－６４歳 142,547 137,963 280,510 51.5

15～44歳（男女） 85,621 81,836 167,456 30.8

15～49歳（女性） 99,969 95,497 195,466 17.5

６５歳以上人口 78,128 104,081 182,209 33.5

７５歳以上人口 49,333 74,288 123,621 22.7

262,437 281,763 544,200 100.0

※「黄色セル」＝総人口に占める「緑色セル」の割合

Total

年齢階層

男性(人) 女性(人) Total(人) Total(％)

年少人口  　０－１４歳 49,598 47,214 96,812 15.8

生産年齢　１５－６４歳 166,835 162,091 328,926 53.6

15～44歳（男女） 101,841 97,816 199,657 32.5

15～49歳（女性） 119,026 114,327 233,353 18.6

６５歳以上人口 80,964 107,219 188,183 30.7

７５歳以上人口 50,498 75,676 126,173 20.6

297,396 316,524 613,921 100.0

※「黄色セル」＝総人口に占める「緑色セル」の割合

Total

年齢階層

水準となる見込みとなっている。

本県における「２０６０年の人口構造」（パターンＥ）

○「生産年齢人口（１５歳～６４歳）」

・２０６０年（令和４２年）パターンＣ ＝ ２８０，５１０人（５１．５％）

・２０６０年（令和４２年）パターンＥ ＝ ３２８，９２６人（５３．６％）

○「６５歳以上人口」

・２０６０年（令和４２年）パターンＣ ＝ １８２，２０９人（３３．５％）

・２０６０年（令和４２年）パターンＥ ＝ １８８，１８３人（３０．７％）

２０６０年（令和４２年）の「生産年齢人口」は、パターンＣ・Ｅのいずれにおいても、総人口の

「５割」を上回る水準を確保できるとともに、「６５歳以上人口」比率は２０２０年（令和２年）と

同水準となる「３０％前半」を維持することで、「生産年齢人口」の「１．５人～１．７人程度」で

「高齢者１人」を支える得る水準の人口構造を構築することが可能となる。

○「１５歳～４４歳」人口

・２０６０年（令和４２年）パターンＣ ＝ １６７，４５６人（３０．８％）

・２０６０年（令和４２年）パターンＥ ＝ １９９，６５７人（３２．５％）

近年の人口減少数の「約８６％」を占めている「１５歳～４４歳」人口は、パターンＣ・Ｅのいず

れにおいても、２０６０年（令和４２年）には総人口の「３割以上」を確保でき、２０２０年（令和

２年）の「２８．７％」を上回るとともに、パターンＥでは、２０２０年（令和２年）と同水準とな

る「２０万人」を維持した人口構造を構築することが可能となる。

○「１５歳～４９歳」の女性人口

・２０６０年（令和４２年）パターンＣ ＝ ９５，４９７人（１７．５％）

・２０６０年（令和４２年）パターンＥ ＝ １１４，３２７人（１８．６％）

合計特殊出生率の算定基礎となる「１５歳～４９歳」の女性人口は、パターンＣ・Ｅのいずれにお

いても、２０２０年（令和２年）と同水準となる「１７％以上」を確保でき、「１０万人」の水準を

維持した人口構造を構築することが可能となる。
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（１）目指すべき「本県の総人口」　

（２）目指すべき「人口構造」　

※「６５歳までの安定した雇用」を確保するため、企業に「定年の廃止・引き上げ」や「継続雇用制度の導入」
　を義務付ける「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」において、「７０歳までの就業確保」を努力義務と
　する法改正が予定されていることや、国家公務員・地方公務員の定年延長が具体化しつつある社会情勢を踏ま
　え、「生産年齢人口（１５歳～６４歳）」の定義等、当該目標のあり方については、今後を注視する。

～「総人口の目標」～

★２０６０年に、「５５万人～６０万人超」の人口水準を確保！

○ 「将来推計人口シミュレーション」で示したように、「合計特殊出生率の上昇」と「転入転出者

数の均衡＋転入超過」の実現に向けた人口減少対策の取組みにより、「５５万人～６０万人超」の

人口水準の確保を目指す。

３．将来の目指すべき方向性

～「目指すべき方向性」～

★人口ピラミッドのプロポーションを意識した「持続可能な人口構造」を構築！

○ 前段の「年齢階層別の人口構造」で示したように、人口ピラミッドのプロポーションを意識し、

「生産年齢人口」「若者人口」「女性人口」の年齢階層ごとの「人口減少対策」を展開することに

より、「持続可能な人口構造」の構築を目指す。

～「生産年齢人口」～

★「生産年齢人口（１５歳～６４歳）」の構成比率「５０％以上」を確保！

○ バランスの取れた「持続可能な人口構造」の実現に向け、「生産年齢人口（１５歳～６４歳）」

の「１．５人」で「高齢者１人」を支え得る水準として、「生産年齢人口（１５歳～６４歳）」の

構成比率「５０％以上」を目指す。

～「１５歳～４４歳」人口 ～

★若者を中心に、「１５歳～４４歳」人口の構成比率「３０％以上」を確保！

○ 「活力あるとくしま」の実現に向け、「人口減少克服」の鍵を握る「高校生・大学生」を中心と

した「１５歳～２４歳」人口への対策強化を図り、人口減少数の「約８６％」を占める「１５歳～

４４歳」人口を、現状の構成比率「２８．７％」を上回る「３０％以上」の確保を目指す。

～「１５歳～４９歳」女性人口 ～

★合計特殊出生率の算定基礎となる「１５歳～４９歳」女性人口の

現状水準「１７％台」を確保！

○ 「出生率・出生数」の改善に向け、「合計特殊出生率」の算定基礎となる「１５歳～４９歳」の

「女性人口」を、現状水準と同等となる「１７％台」の確保を目指す。

３つの目標設定！
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「生産年齢人口（１５歳～６４歳）」の確保

若者を中心とした「１５歳～４４歳」人口の確保

「１５歳～４９歳」女性人口の確保
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（３）「自然動態」の改善　

（４）「社会動態」の改善　

～「自然動態」の改善に向けた目標 ～

★２０２５年（令和７年）に、結婚や出産に関する希望がかなう場合の

「出生率（希望出生率）１．８」を目指す！

※結婚や出産については、個人の考え方や価値観が尊重されることが大前提

であり、この目標は個人に対するものではない。

○ 「結婚・出産・子育て」を望み、安心して子どもを生み育てられる社会の構築に向けた徳島県次

世代育成支援行動計画「第２期徳島はぐくみプラン（後期計画）」との整合性を図り、現行の人口

ビジョンに引き続き、２０２５年（令和７年）の「出生率（希望出生率）１．８」を目指す。

◆目指すべき方向性◆

○【「結婚～出産～子育て」のあらゆるステージを応援する社会の実現】

⇒ 子育てトータルサポートのさらなる充実

⇒ 高齢者も含め、地域で子育てを支え合うコミュニティの実現

○【徳島発！多様な「働き方改革」の実装】

⇒ 「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」を実現する「未来技術」を活用した「長時間労働の是正」

や「ワーク・ライフ・バランス」の確立など、安心して子育てできる環境の整備

○【アクティブシニアをはじめ、全ての人々が健康で活躍できる社会の構築】

⇒ 全国トップクラスの「健康寿命県」の実現

⇒ 高齢者､障がい者､外国人など、多様な人材の活躍

～「社会動態」の改善に向けた目標 ～

★２０３０年（令和１２年）までに、

「転入・転出者数の均衡（社会増減ゼロ）」を目指す！

※目標達成を図る上で、５年後の２０２４年度（令和６年度）実績において、

「転出超過数１，０００人」を下回る水準を目指す！

○ 「６５歳以上・７５歳以上」人口がピークアウトし、５年単位での「人口減少率が５％以上」に

拡大する「人口減少加速時代」が到来する２０３０年（令和１２年）までに、「転入転出者数の均

衡」を実現し、「持続可能な人口構造」への転換を目指す。

◆目指すべき方向性◆

○【社会減の主要因である若者の「とくしま回帰」加速】

⇒ 県内高校、高等教育機関卒業後の「県内定着率」の向上

⇒ 県外進学した大学生など「20歳～24歳」の若者への対策強化

⇒ 魅力的な就労・生活環境の発信など、女性へのアプローチ「女性目線」の対策強化

⇒ 「東京圏」に加え、「大阪圏」への対策強化
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参考資料：徳島県の暮らしやすさ指標

╩⇔≡™╢ 25 44 ─

25 44 ─ ≤

╩⇔≡™╢ 25 44 ─ ─

H30.4.1

⌐ ╘╢ ─
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